
 

施主代行者 一般競争入札公告 

 

平成２２年１１月２６日付け農水省通知、「食料自給率向上・産地再生緊急対策交付金交付対象

事業事務及び交付対象事業費の取扱いについて」（以下「通知」という）に基づき、下記のとおり

施主代行者を一般競争入札に付します。 

 

平成２３年１月１３日 

 

                            な の は な 農 業 協 同 組 合 

                            代表理事組合長 松本 正男 ㊞ 

 

記 

 

１． 競争入札に付する事項 

 (1) 補助事業名：平成 22 年度食料自給率向上・産地再生緊急対策交付金 

 (2) 工事名：なのはな農協呉羽梨選果施設整備工事 

 (3) 工事場所：富山県富山市吉作 4027 

 (4) 仕様等：別添、事業実施計画書ならびに施主代行業務標準仕様書による。 

 (5) 契約条項：別添、施設建設契約書（施主代行委任契約書）、設計契約書 

 (6) 契約期間：平成２３年２月１３日から平成２３年３月３０日まで。 

 (7) 入札項目：製造請負管理料率 

   なお、入札は通知に定める上限料率ならびに上限額の範囲内にて行なう。 

 (8) 入札方法等：入札説明書のとおり。 

 

２． 競争入札に参加する者に必要な資格等 

 (1) 資格要件 

  ア、農業近代化施設等(注)の建設における施工管理業務（監理を含む）の実績、かつ農業近

代化施設等の実績がある者  

(注) 農業近代化施設等とは農業近代化施設ならびに食品加工施設等を指す。ただし、農業

近代化施設等にはプラント施設が含まれていることを要件とする。 

   ①発注者から直接または間接的に受託し、業務が完了している実績とする。 

   ②実績の対象期間は過去３年間とする。 

イ、建設工事の実施設計が適正に行なえる者、かつ適正な施工管理担当者を配置できる者 

   ①一級建築士事務所登録を行なっている者であること 

  ウ、共同企業体による参加資格を認める。 

   ①共同企業体協定書の写しを添付すること 

 

 (2) 欠格要件 

  ア、経営状態が著しく不健全であると認められる者 

   ①直近 3ヶ年連続して経常利益が赤字である場合 



  イ、参加資格申請書や添付書類の重要な事項について虚偽の記載を行なった者、ならびに、

重要な事実を記載しない者 

  ウ、予算決算及び会計令の第 70 条に該当する者 

  エ、予算決算及び会計令の第 71 条の規定に該当する者 

 

(3) 特約事項 

 ア、施主代行者の責務 

    施主代行者は、別添の施主代行業務標準仕様書の業務を遂行するとともに、対象工事の

施工業者に対して適正に施工を行わせ、かつ工事を履行させる責務を負うこととする。従

って、当該施工業者が不適正な施工を行っていることが判明した場合、速やかに、施主代

行者の責務において、当該業者に対し手直し工事を行わせなければならない。また、工事

を履行させるための保険付保等、その対策を講じるものとする。 

 

   イ、制限事項 

     施主代行業務を受託した者、あるいは当該受託者と資本・人事面で関連の強い者(注)の

当該建設工事および製造請負工事の入札参加資格は認められない。 

(注)資本・人事面で関連の強い者とは、施主代行の受託者との間で資本関係があり、かつ

支配権を有しているもの、または、代表権を有する役員を兼ねている者、等とする。 

 

３．入札説明書の交付期間および場所 

  期  間：平成２３年１月１３日（木）～平成２３年１月２６日（水） 

       時間 午前８時３０分～午後５時００分 

  場  所：富山県富山市豊田本町 3丁目 18 番 21 号 なのはな農協 本店 

  電話番号：０７６－４３８－２２１１ 

 

４．入札および開札の日時および場所 

  日  時：平成２３年２月１０日（木） 

       時間 午前１０時 

  場  所：富山県富山市豊田本町 3丁目 18 番 21 号 なのはな農協 本店 

 

５．入札の無効 

  本公告に示した入札参加に必要な資格の無い者の入札、および入札の条件に違反した入札は

無効とする。 

 

６．落札者の決定方法 

  予定価格の制限の範囲内で最低価格者をもって落札者とする。 

 

７．その他 

  その他の詳細については、入札説明書による。 

以上 


